
滋賀県再生可能エネルギー等導入推進基金有識者会議(第２回) 

開催結果 

 

Ⅰ 日 時 平成 25 年 11 月 28 日(木)  ９:30～11:30 

Ⅱ 場 所 県庁本館４A 会議室 

Ⅲ 出席者  

資料１ 滋賀県再生可能エネルギー等導入推進基金有識者会議出席者一覧のとおり 

 

議 事 

１ 開 会 

２ 議 事 

（１）民間施設の補助金申請状況について 

資料２；平成 25年度民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業について 

     

（２）平成 26 年度の市町等の計画について 

資料３；再生可能エネルギー等導入推進基金の概要について 

資料４；公共施設再生可能エネルギー等導入事業に係る市町導入予定施設一覧 

 

（３）事業計画書に係る評価表について 

資料５；公共施設再生可能エネルギー等導入事業の評価表 

 

（４）その他 

３ 閉 会 

 

【説明事項】 

○資料２; 平成 25 年度民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業について 

・補助金交付申請の状況（申請 1件 後日取下げ）について 

・当補助金が利用され難い理由について 

・平成 26年度にターゲットとする民間施設について 

○資料３; 再生可能エネルギー等導入推進基金（グリーンニューディール推進基金）の概要について 

・当初計画と平成 26 年度事業予定の金額ベースで説明。 

 ・県施設分、来年度も県立高校 1か所に導入予定 

・市町施設分、市町の要望に基づき平成 27 年度分を前倒しして、平成 26 年度に計上。 

・民間施設分、平成 26年度も今年度と同じ金額を計上。 

  



 

○資料４;滋賀県公共施設再生可能エネルギー等導入事業に係る市町導入予定施設一覧につ

いて、 

・市町の平成 25年度の事業の実施状況および平成 26 年度の実施予定、県の予定を説明。 

・当初計画（各市町１か所ずつ）の枠づけがされた分で、市町が選定した施設を説明 

・追加要望（２か所目）のある施設について説明 

人口、面積、防災拠点等としての位置づけ、再生可能エネルギーの種類、規模、価格、

総事業費、既設自家発電気の有無、平時の使用方法、災害時の使用方法、防災訓練・環

境今日育の計画を一覧表で確認 

 ・県全体の地域バランスを図で確認 

 

○資料５; 公共施設再生可能エネルギー等導入事業計画書に係る評価表 

 ・前回のご意見の確認 

・評価項目の説明 

・評価表に記載いただく印の説明 

 

○別冊 各市町追加要望事業計画書に係る評価表について 

・個別事業毎に概要を説明 

・ご意見および評価印を記載いただくよう説明。 

 

【専門家からのご意見等】 

＜資料２に関して＞ 

 ・民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業の補助金は他の自治体においては活用され

ているのか。 

 →担当者会議時に聞いた話では、茨城県で数件活用されたと聞いた。その他の自治体では

どこも苦戦していると聞いた。公共施設分へ振り替えられるよう変更要望することを考え

ておられる自治体が多いようです。 

 ・活用された施設はどういった施設で、なぜ活用されたのか。 

 →福祉施設（避難所）と聞いた。理由は不明ですが、平成 24 年度には補助率が 1/2 の資源

エネルギー庁の補助制度はなかった。 

＜資料３、資料４に関して＞ 

 ・米原市の 1か所目は場所未定で、2か所目は場所が決定（甲津原）しているのか。 

 →米原市の意向は水力発電より太陽光発電の導入を優先したいとのこと。 

 ・平成 25 年度の彦根市の事業は今から間に合うのか。 

 →市に何度も確認しておりますが、年度内に終了すると聞いている。 



 ・「広域避難所」と「避難所」の違いは何か。 

 →「避難所」は一番最初に避難する一時避難場所、「広域避難所」は一時避難所から二次的

に避難する場所、大人数が避難できる場所と認識しております。 

・防災訓練の計画とあるが、災害時にどっちに逃げるか示すもの、あるいは、スピーカーで

逃げる方向を放送するようなものを付けた方が良い。 

・環境教育について、表示パネル等は補助対象外であるが、表示パネル、発電のシステムが

わかるものなどを付けてもらうよう要請してはどうか。 

・環境教育が表示パネルの設置だけではいまいち。 

・メーカー等に出前説明会をしてもらうようにしてもらえば良いのではないか。 

・滋賀県地球温暖化防止センターの出前講座も活用していただきたい。 

・防災拠点と避難所はどちらを主と考えているのか。 

→市町で優先順位を決めていただくことといている。県施設は、防災拠点は非常用電源が

しっかりしているので、避難所を優先することとしている。 

なお、環境省からは自家発電の無い施設を優先するように言われている。 

・自家発がある施設も挙がっているのか 

→市町からは自家発電施設が古い、必要な電力が足りない等の理由で挙げてきている施設

がある。 

・正式申請時には、自家発電があるのに太陽光発電が必要な理由書または電力の使い分けに

ついて理由書をつけていただくこととしている。 

・要望されている金額はこれで決定なのか、このあと変更があるのか。 

→県から補助金がもらえるということになれば、その後、詳細設計がされ、入札されて変わ

ると思われる。現段階では県の上限額に合わせておられるのではと考えている。 

＜資料５に関して＞ 

・事業計画について、今回は判断できる部分だけ意見すれば良いのか。 

→そのようにお願いします。 

・施設にあった機種選定をしているかについては専門的すぎるので削除してはどうか。 

→その文言は無いものとして、評価ください。 

＜個別事業にかかる意見等について＞ 

・事業実施に係る項目について、評価が高くなった施設は以下のとおりであった。 

田上市民センター（大津市）、長浜市北部振興局庁舎（長浜市）、栗東市役所（栗東市）、 

高島市南部消防署（高島市）、甲津原交流センター（米原市） 

＊委員の意見（別添一覧表参照）を参考に県下のバランスを考慮した上で、県で優先する施

設を決定する。 

＊今後の開催予定について、県予算成立後、平成 26 年度事業計画書が提出された後に第３回

を開催する 


